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平成２５年１２月２０日判決言渡 

平成２５年(行ケ)第７０号，同第７１号，同第７２号，同第７３号，同第７４号，

同第７５号，同第７６号，同第７７号，同第７８号，同第７９号，同第８０号各選

挙無効請求事件 

主    文 

 １ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は，原告らの負担とする。 

事実及び理由  

第１ 請求 

 １ 

挙区，茨城県選挙区，栃木県選挙区，群馬県選挙区，埼玉県選挙区，千葉県選

挙区，神奈川県選挙区，新潟県選挙区，山梨県選挙区，長野県選挙区及び静岡

県選挙区（以下「本件各選挙区」という。）における各選挙を無効とする。 

 ２ 訴訟費用は，被告らの負担とする。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は，平成２５年７月２１日に施行された参議院議員通常選挙（以下「本

件選挙」という。）について，本件各選挙区の選挙人である原告らが，平成２

４年１１月２６日に施行された公職選挙法の一部を改正する法律による改正

（以下「本件改正」という。）後の公職選挙法１４条１項，別表第３による選

挙区及び議員数の規定（以下「本件定数配分規定」という。また，数次の改正

の前後を通じ，平成６年法律第２号による改正前の別表第２を含めた同規定を

「参議院議員定数配分規定」という。）が，憲法の保障する人口比例選挙に反

し，投票価値の平等に反して無効であるから，これに基づき施行された本件選

挙も無効であると主張して，公職選挙法２０４条に基づき，本件各選挙区にお

ける選挙の無効を求める選挙無効訴訟である。 

 ２ 前提となる事実（当事者間に争いがないか，公知の事実又は後掲証拠及び弁
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論の全趣旨により容易に認定できる事実）  

  (1) 本件選挙において，第７０号事件原告Ａは東京都選挙区の，第７１号事件

原告Ｂは茨城県選挙区の，第７２号事件原告Ｃは栃木県選挙区の，第７３号

事件原告Ｄは群馬県選挙区の，第７４号事件原告Ｅは埼玉県選挙区の，第７

５号事件原告Ｆは千葉県選挙区の，第７６号事件原告Ｇは神奈川県選挙区の，

第７７号事件原告Ｈは新潟県選挙区の，第７８号事件原告Ｉは山梨県選挙区

の，第７９号事件原告Ｊは長野県選挙区の，第８０号事件原告Ｋは静岡県選

挙区の，各選挙人である。 

  (2) 本件選挙施行日において，参議院議員の定数は２４２人で，そのうち１４

６人が選挙区選出議員，９６人が比例代表選出議員であり（公職選挙法４条

２項），本件選挙はそれらの半数を改選するものであった。 

(3) 参議院議員の選挙制度及びその改正の経緯並びに投票価値の最大較差

（以下，議員１人当たりの登録有権者を基準とした選挙区間の較差を「較差」

と，この最大較差を「最大較差」といい，人口を基準とした最大較差を「最

大較差（人口）」という。数値は概数である。）  

  ア 参議院議員選挙法制定時における仕組みと方針 

   昭和２２年に制定された参議院議員選挙法（昭和２２年法律第１１号）

は，参議院議員２５０人を全国選出議員１００人と地方選出議員１５０人

とに区分して，前者については全都道府県の区域を通じ，後者については

都道府県を単位とする選挙区において選出する仕組みを採用した上，各選

挙区の議員定数については，半数改選制（憲法４６条）を踏まえて，これ

を偶数とし，その最小限を２人とする方針の下に，その当時の人口に基づ

き，各選挙区の人口数に比例する形で２人ないし８人の偶数の議員数を配

分した。全国選出議員と地方選出議員とに分けた趣旨は，前者において，

全国的視野に立って国政を判断する知識や学識経験の豊かな有為な人材

を選出しようとする一方，後者において，地域代表的性格を有する者を選
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出しようとするものであるとされていた。（乙２） 

   イ 本件選挙までの公職選挙法の改正と投票価値の最大較差    

  (ア) 平成２２年施行の参議院議員通常選挙まで 

    昭和２５年に制定された公職選挙法の参議院議員定数配分規定は，前

記参議院議員選挙法の仕組みをそのまま引き継いだものであった。その

後，沖縄返還に伴って沖縄県選挙区（議員定数２人）が付加されたほか

は，平成６年法律第４７号による公職選挙法の改正（以下「平成６年改

正」という。）まで，参議院議員定数配分規定に変更はなかった。なお，

昭和５７年法律第８１号による公職選挙法の改正により，参議院議員選

挙について，全国選出議員が各政党等の得票に比例して選出される，い

わゆる拘束名簿式比例代表制が導入され，比例代表選出議員１００人と

都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員１５２

人とに区分されることになったが，選挙区選出議員は従来の地方選出議

員の名称が変更しただけで，選挙制度の仕組み自体に変更はなかった。 

    参議院議員選挙制度発足当時，選挙区間における議員１人当たりの人

口の最大較差（人口）は１対２．６２であったが，その後次第に拡大し，

昭和５２年７月に施行された参議院議員通常選挙（以下「昭和５２年選

挙」という。）の最大較差は１対５．２６となり，平成４年７月に施行

された参議院議員通常選挙（以下「平成４年選挙」という。）の最大較

差は１対６．５９にまで達した。 

 その後，平成６年改正により，参議院議員の総定数（２５２人）及び

選挙区選出議員の定数（１５２人）を増減しないまま，７選挙区で定数

が８増８減された結果，平成７年７月に施行された参議院議員通常選挙

（以下「平成７年選挙」という。）の最大較差は１対４．９７，平成１

０年７月に施行された参議院議員通常選挙（以下「平成１０年選挙」と

いう。）の最大較差は１対４．９８となった。 
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 平成１２年法律第１１８号による公職選挙法の改正（以下「平成１２

年改正」という。）により，比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非

拘束名簿式比例代表制に改められるとともに，比例代表選出議員の定数

が４人削減されて９６人とされ，選挙区選出議員の定数は６人削減され

て１４６人とされた。しかしながら，平成１２年改正後の平成１３年７

月に施行された参議院議員通常選挙（以下「平成１３年選挙」という。）

の最大較差は１対５．０６であり，平成１６年７月に施行された参議院

議員通常選挙（以下「平成１６年選挙」という。）の最大較差は１対５．

１３であった。 

 平成１６年１２月１日，参議院議長の諮問機関である参議院改革協議

会の下に選挙制度に係る専門委員会が設置され，選挙制度の見直しが協

議されて，平成１７年１０月に参議院改革協議会に結果が報告されたが，

その報告では，現行の選挙制度の仕組みを維持する限り較差を１対４以

内に抑えることは相当に困難である旨が指摘されている。もっとも，同

協議会では意見の一致が見られず，当面の是正措置として平成１８年法

律第５２号による公職選挙法の改正（以下「平成１８年改正」という。）

が成立し，選挙区選出議員の定数が４選挙区で４増４減された結果，平

成１９年７月に施行された参議院議員通常選挙（以下「平成１９年選挙」

という。）の最大較差は１対４．８６であった。 

 平成２０年６月９日，改めて参議院改革協議会の下に選挙制度に係る

専門委員会（以下「平成２０年専門委員会」という。）が設置され，同

委員会では，学識経験者から最高裁判決の動向を踏まえた意見を聴取す

るなどして，参議院の在り方を含めた参議院の選挙制度の見直しについ

て，６回にわたり協議された。その結果，平成２２年の参議院議員通常

選挙に関する定数較差是正の合意は見送られたものの，選挙制度の仕組

みの見直しの必要性については各会派が共通に理解し，見直しのための
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「今後の大まかな工程表（案）」が了承されて，平成２５年の本件選挙

に向けて選挙制度の見直しを行うことになった。同工程表（案）には，

参議院議員選挙制度改革のための公職選挙法改正案を平成２３年内に

提出することが示されていた（しかし，同改正案の提出はされなかっ

た。）。（甲２２，乙２） 

 平成２２年７月に施行された参議院議員通常選挙（以下「平成２２年

選挙」という。）の最大較差は１対５．００であった。 

(イ) 平成２２年選挙後本件選挙まで 

 平成２２年選挙の後，参議院で，正副議長及び各会派の代表により構

成される「選挙制度の改革に関する検討会」（以下「選挙制度改革検討

会」という。）及びその検討会の下に選挙制度協議会（以下「選挙制度

協議会」という。）が設置され，平成２４年７月までの間に計１１回，

平成２５年の本件選挙に向けた選挙制度の見直しに関する協議が重ね

られたが，成案を得ることはできなかった。 

 そこで，当面の是正措置として，本件選挙における最大較差を５倍以

内とするために，選挙区選出議員の定数について４選挙区で４増４減す

る内容の，参議院議員定数配分規定を改正する公職選挙法の一部を改正

する法律案（同法律案によれば，平成２２年実施の国勢調査の結果に基

づく最大較差（人口）は１対４．７５となる。）が，平成２４年８月に

国会に提出され，同法律案は同年１１月１６日に可決されて，同月２６

日に公布，施行された（本件改正）。同法律の附則３条には，「平成２

８年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて，参議院の在り方，選挙

区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙

制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い，結論を得るものと

する。」と明記された（以下「本件改正附則」という。）。 

 選挙制度協議会は，平成２４年１１月，平成２５年３月，同年５月と
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継続して開かれ，同年６月１９日に開催された選挙制度改革検討会（第

７回）において，民主党から各会派に対し，平成２６年中に選挙制度の

見直し案を取りまとめた上で，平成２７年に見直し法案を提出し，周知

期間を置いて，平成２８年の参議院議員通常選挙（以下「平成２８年選

挙」という。）から新選挙制度を適用することを前提とした工程表（乙

１１の２。以下「本件工程表」という。）が示され，各会派は抜本的な

見直しに向けた協議を行い，早急に結論を得ることが確認された。（以

上，甲２，２１ないし２３，４２，乙２ないし５，１０，１１の１，２） 

      ウ 本件選挙における選挙区間の較差 

       本件選挙における選挙区間の最大較差は，登録有権者数最少の鳥取県選

挙区（議員１人当たりの登録有権者数２４万１０９６人）と同最多の北海

道選挙区（同１１４万９７３９人）との間では１対４．７７である。 

鳥取県選挙区と東京都選挙区（同１０７万７７３３人）との較差は１対

４．４７，茨城県選挙区（同６０万４５６４人）の較差は１対２．５１，

栃木県選挙区（同８１万２６８４人）との較差は１対３．３７，群馬県選

挙区（同８１万０８４２人）との較差は１対３．３６，埼玉県選挙区（同

９８万０４２８人）との較差は１対４．０７，千葉県選挙区（同８４万３

７８１人）のと較差は１対３．５０，神奈川県選挙区（同９２万０６３４

人）との較差は１対３．８２，新潟県選挙区（同４８万８００６人）との

較差は１対２．０２，山梨県選挙区（同３４万８４２６人）との較差は１

対１．４５，長野県選挙区（同４３万６６１９人）との較差は１対１．８

１，静岡県選挙区（同７６万６６０９人）との較差は１対３．１８であっ

た。（乙１） 

      エ 本件選挙後の公職選挙法改正の動向 

本件選挙後に就任した参議院議長は，平成２５年８月７日，参議院本会

議の終了に当たり，参議院議員の選挙制度改革は喫緊の課題であり，各会
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派には，精力的に検討するように希望すると発言し，同年９月１２日には

が設置された。その後，同検討会やその下に設置された選挙制度協議会に

おいて，本件工程表を基本にした検討が進められている。（乙７，１２の

１ないし４，１３ないし１７，１８の１，２） 

    (4) 参議院議員選挙無効訴訟における最高裁判決の動向 

ア 最高裁昭和５８年４月２７日大法廷判決・民集３７巻３号３４５頁（以

下「昭和５８年判決」という。）は，最大較差１対５．２６の昭和５２年

選挙について，いまだ違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等

状態が生じていたとするには足りない旨判示した。 

イ 最高裁平成８年９月１１日大法廷判決・民集５０巻８号２２８３頁（以

下「平成８年判決」という。）は，最大較差１対６．５９の平成４年選挙

について，結論として同選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法

に違反するに至っていたとはいえないとしたものの，同選挙当時の較差は

違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたも

のといわざるを得ない旨判示し，裁判官７名が違憲の意見を述べた。 

ウ 最高裁平成１０年９月２日大法廷判決・民集５２巻６号１３７３頁は，

平成６年改正により，最大較差１対４．９７となった平成７年選挙につい

て，上記較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は，投票価値の平

等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められ

る程度に達しているとはいえず，上記改正をもって立法裁量の限界を超え

るものとはいえないとして，当該選挙当時における参議院議員定数配分規

定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨判示した。平成１２年９

月６日大法廷判決・民集５４巻７号１９９７頁も，最大較差１対４．９８

の平成１０年選挙について，同様の判示をした。 

エ  最高裁平成１６年１月１４日大法廷判決・民集５８巻１号５６頁は，平
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成１２年改正により最大較差１対５．０６となった平成１３年選挙につい

て，結論として同選挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反

するに至っていたものとすることはできない旨判示したが，裁判官６名が

違憲の反対意見を述べ，漫然と同様の状況が維持されるならば違憲判断が

される余地がある旨を指摘する裁判官４名による補足意見も付された。 

オ 最高裁平成１８年１０月４日大法廷判決・民集６０巻８号２６９６頁は，

最大較差１対５．１３となった平成１６年選挙について，結論として同選

挙当時における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていた

ものとすることはできない旨判示したが，投票価値の平等の重要性を考慮

すると，制度の枠組みの見直しも含めて投票価値の較差をより縮小するた

めの検討を継続することが憲法の趣旨に沿う旨の指摘がされた。 

カ  最高裁平成２１年９月３０日大法廷判決・民集６３巻７号１５２０頁

（以下「平成２１年判決」という。）は，平成１８年改正によって最大較

差１対４．８６となった平成１９年選挙について，結論として同選挙当時

における参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものと

することはできない旨判示したが，同判決においては，上記の較差は投票

価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって，選

挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあ

り，最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の

見直しが必要になる旨の指摘がされた。 

キ 最高裁平成２４年１０月１７日大法廷判決・民集６６巻１０号３３５７

頁（以下「平成２４年判決」という。）は，最大較差１対５．００と拡大

した平成２２年選挙について，二院制を定めた憲法の趣旨や参議院の役割，

それまでの選挙制度の変遷，都道府県単位の人口較差の拡大，それに伴う

投票価値の不平等の拡大とその継続，累次にわたる最高裁判決の説示や指

摘の状況，参議院内での検討状況等を詳細に考察した上で，前記の較差が
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示す選挙区間における投票価値の不均衡は，投票価値の平等の重要性に照

らしてもはや看過し得ない程度に達しており，これを正当化すべき特別の

理由も見いだせない以上，違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に

至っていたというほかないとしながらも，平成２１年判決が参議院議員の

選挙制度の構造的問題及びその仕組み自体の見直しの必要性を指摘した

のが平成２２年選挙の約９か月前であること，選挙制度の仕組み自体の見

直しに当たっては参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求

められ，事柄の性質上課題も多いためその検討に相応の時間を要すること，

参議院において，平成２１年判決の趣旨を踏まえて，参議院議員の選挙制

度の仕組み自体の見直しを含む制度改革に向けた検討が行われていたこ

と（平成２２年選挙後のことであるとしながらも，なお書きで，本件改正

附則の法律案についても触れている。）などを考慮して，平成２２年選挙

までの間に参議院議員定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量

権の限界を超えるものとはいえず，その定数配分規定が憲法に違反するに

至っていたということはできない旨判示した。また，同判決においては，

「参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が

後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」，「都道府県を選挙区の単

位として固定する結果，その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不

平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では，上記

の仕組み自体を見直すことが必要になる」，「都道府県を各選挙区の単位

とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るという要求に

応えていくことは，もはや著しく困難に至っている」と判示されている。 

 ３ 争点 

   本件定数配分規定が憲法に違反するか。 

 ４ 原告らの主張 

  (1) 「主権者の多数決」論 
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憲法は，主権が国民に存すると宣言しているところ，国民主権とは，主権

者（国民）が，その多数意見（過半数の意見）で，国家権力（立法，行政，

司法）を支配することを意味する。憲法は，代議制民主主義を採用し，立法

作用は，主権者である国民による正当な選挙によって選ばれた代表者（国会

議員）の多数決によって行われるものとするから，「国会議員の多数決」が

「主権者（国民）の多数決」と等価でなければならないし，憲法が採用する

議院内閣制においても，「主権者（国民）の多数意見が行政の長を選出する」

という国民主権の「根幹」が担保されなければならず，これらの要請を充た

すためには，人口比例選挙（投票価値の平等）の保障が必須である。 

したがって，憲法は，可能な限り，人口比例に基づいた選挙制度を要求し，

国民に対して人口比例選挙を保障していると解するべきである。 

   (2) 本件定数配分規定による本件選挙 

    ところが，本件定数配分規定では，本件選挙当時の議員１人あたりの有権

者数において最多の選挙区（北海道選挙区）と最少の選挙区（鳥取県選挙区）

とで極めて大きな差があり，人口比例選挙からの著しい乖離があって，人口

比例選挙（投票価値の平等）の保障を侵害している。 

(3) 人口比例選挙からの乖離に関する合理性の立証責任 

選挙区割りにおいて人口比例選挙からの乖離がある場合には，選挙管理委

員会（被告ら）がその乖離に合理性のあることの立証責任を負わなければな

らない。 

最高裁昭和５１年４月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁で示さ

れた「選挙権に関しては，国民はすべて政治的価値において平等であるべき

とする徹底した平等化を志向するものであり」「選挙権の内容，すなわち各

選挙人の投票価値の平等もまた憲法の要求するところである」という強い文

言に照らし，また，最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７

号２０８７頁で示された「国民の選挙権又はその行使を制限するためには，
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そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければな

らないというべきである。そして，そのような制限をすることなしには選挙

の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく

困難であると認められる場合でない限り，上記のやむを得ない事由があると

はいえ」ないとする厳格さに照らせば，上記の合理性の立証責任は選挙管理

委員会（被告ら）にある上，その判断基準は厳格でなければならない。 

    (4) 合理的期間の法理の憲法９８条１項違反 

当該選挙日の時点で，参議院議員定数配分規定が投票価値の平等に違反す

る違憲状態であっても，選挙区割りを合憲とするよう見直すための立法に必

要な合理的期間が当該選挙日までに未経過であれば，上記配分規定は合憲で

あり，徒過していれば違憲とする合理的期間の法理は，当該選挙制度が違憲

状態であるのに選挙を有効とするものであって，合理的期間の法理を憲法に

優先させることになるから，憲法９８条１項に違反する。 

仮にそうでないとしても，本件選挙日において合理的期間が経過していな

いことを被告らが立証する責任がある。 

  (5) 選挙制度を見直すために必要な合理的期間の徒過 

 国会は，違憲の問題が生じている本件定数配分規定を，①都道府県単位の

選挙区割りを見直すこと及び②衆議院と同様に投票価値の平等性の要求に

沿うものであることという枠内で改正をするのに必要な合理的期間を，本件

選挙日までに徒過している。具体的な合理的期間としては，平成２４年に実

施された衆議院議員総選挙に関して多くの高裁判決が合理的期間とした１

年９か月弱とみるのが相当であり，起算日は，平成２１年判決の言渡日（平

成２１年９月３０日）であるから，本件選挙日においては合理的期間を経過

していた。実際の参議院における選挙制度見直しの審議状況を見ても，選挙

区割りについて，平成２１年判決を踏まえての実質的な審議をしておらず，

平成２０年専門委員会において全会派が「平成２３年度中に，選挙制度の見
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直しをする公職選挙法改正案を国会に提出すること」を同意したのに，平成

２３年度末を過ぎても法律案が提出されず。むしろ，選挙制度の見直しの立

改正のように，選挙区の見直しをせず，各選挙区の定数を偶数とするとして

も，「１０増１０減」すれば，最大較差を１対４．４３１とすることができ

たのであり，最大較差が１対４．７５である本件改正は投票価値の平等を否

定するものであって，本件改正をした時点において合理的期間を経過したも

のというべきである。 

 なお，本件改正附則は，平成２８年選挙までに，選挙制度の抜本的見直し

について国会が引き続き検討を行う義務を課しているにすぎず，抜本的見直

しをする義務まで課してはいないのであるから，合理的期間の判断において

意味のある規定ではない。 

 そもそも，違憲状態の選挙で当選した議員は正当に選挙された代表者では

なく，裁量権を合理的に行使して具体的に選挙区割りを定める権利を有しな

い。 

(6) 事情判決の法理の憲法９８条１項違反 

  ア 事情判決の法理は，事情判決の制度（行政事件訴訟法３１条１項）の基

礎に存する一般的な法の基本原則でしかないから，憲法の下位に位置づけ

られるべき法理である。事情判決の法理を選挙無効訴訟に適用すると，憲

法に違反して無効となるはずの選挙（国務行為）が有効になってしまうか

ら，選挙無効訴訟判決において事情判決の法理を適用すること自体，憲法

９８条１項に違反する。 

   仮にそうでないとしても，事情判決の法理を適用するために必要な事由

が存在することの立証責任は被告らにある。 

イ 加えて，本件選挙のすべての選挙区選挙について選挙無効訴訟が提起さ

れているから，一部の選挙のみが無効となる事態はありえないし，最高裁
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が本件選挙全選挙区の選挙をすべて無効とする判決をしても，参議院は比

例代表選出議員（９６人）と非改選の選挙区選出議員（７３人）の合計１

６９人によって，定足数を超えるから，参議院の立法作用に支障はなく，

本件選挙を違憲無効とした場合に公共の福祉を損なうことは一切ない。 

ウ  そもそも，違憲とされた選挙により選出された違憲国会議員が，その後

６年間立法行為等を行うことは憲法秩序を根本から破壊するものであり，

あってはならないことである。 

(7) 以上によれば，本件定数配分規定は憲法が要求する人口比例の原則に反

し違憲である。国会に裁量権が認められるとしても，本件選挙までの間に，

本件定数配分規定を改正すべき合理的期間は徒過しているから，国会の立法

不作為はその裁量権の限界を超えている。したがって，本件定数配分規定は

無効であり，同規定に基づいて施行された本件選挙は無効である。 

 ５ 被告らの主張 

  (1) 参議院議員の選出方法は国会に委ねられた裁量行為である 

    憲法は，代表民主制の下における選挙制度の決定について，論理的に要請

される一定不変の形態が存在するわけではないことを前提として，衆議院及

び参議院がそれぞれの構成を異なるものとし，異なる特色を持った議院とし

て機能することを当然に予定した上で，国会において，投票価値の平等以外

にも，参議院の独自性など，国民各自・各層の様々な利害や意見を公正かつ

効果的に反映させるという目的を達成するために合理的と認められる政策

的目的ないし理由をも考慮して，その裁量により適切な選挙制度を定めるこ

とができるものとしていると解するのが相当であり，憲法は，二院制の趣旨

を両議院の組織や選出方法にどのように反映させ，参議院独自の性格をいか

に創出するかについては，法律事項として国会に委ねている。 

公正かつ効果的な代表制とすべく，選挙制度を設計するに当たっては，投

票価値の平等を可及的に実現するという観点から，都道府県を各選挙区の単
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位として定数を設定する現行の方式を改める方法がある一方で，それとは矛

盾相克するところがある，参議院の独自性，地域代表的な性格を重視する意

見等，幅広い国民的議論が存するのであって，両者の間には無数の選択肢が

あり得る。参議院議員選挙制度創設以来６０年余り不変であった都道府県を

選挙区の単位とする現行の選挙制度の仕組みは，国民の間に深く浸透し，近

年まで合理的なものとして定着してきたのであるから，その適否をめぐって

は，相応の慎重さをもって検討すべきであり，近時，投票価値の平等がより

厳格に要請されるようになったという事情を重視しつつも，総合的かつ高度

に政策的な考慮と判断の下，より憲法に適合的な代表制の在り方を模索する

合理的な過程を経る必要がある。 

(2) 本件選挙での改善は正当に評価されるべきである 

  本件選挙の最大較差は１対４．７７であり，前回選挙である平成２２年選

挙の最大較差１対５．００と比べて縮小し，その最大較差は，昭和２２年の

参議院議員の選挙制度発足後に施行された参議院議員通常選挙の中で，昭和

４０年施行の参議院議員通常選挙の最大較差１対４．５８以来の水準にまで

縮小されている。しかも，有権者の少ない選挙区により多い議員定数が配分

されるという，いわゆる逆転現象もなくなった。 

(3) 本件選挙までに議員定数の不均衡を是正する更なる立法措置が講じられ

なかったことは立法裁量権の限界を超えるものとはいえない 

        平成２４年判決において指摘された現行の選挙制度の仕組みの見直しを内

容とする立法措置を講ずるためには，同判決も指摘するように，参議院の在

り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるなど，事柄の性質上課題

も多いためその検討に相応の時間を要する。都道府県を単位として各選挙区

の定数を設定する方式の見直しを含め，制度創設以来合理性を有するとされ

てきた現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を求

めるものであるから，国民的な議論を重ねるとともに専門的・多角的な検討
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が不可欠である。 

    平成２１年判決等において，選挙制度の見直しについての付言はあったも

のの，昭和５８年判決の基本的な枠組みは変更する必要はないとされていた

のであり，平成２４年判決において初めて，その点について大きく異なる判

断がされた。本件選挙は，平成２４年判決から９か月余り後に施行されたも

のであるから，国民各自・各層に激しい利害・意見の対立がある中，専門的・

多角的検討を踏まえてこれらを調整し，同判決を踏まえた抜本的な改革を内

容とする立法措置を講じる期間としてはあまりに短いといわざるを得ない。 

    加えて，本件改正附則においては，平成２８年選挙に向けて，選挙制度の

抜本的な見直しについて引き続き検討を行い，結論を得る旨が定められてい

る。また，選挙制度改革検討会及び選挙制度協議会において現に協議が重ね

られている上，本件工程表が示され，今後，国会において，参議院議員の選

挙制度の抜本的な改革に向けた議論が加速してゆくことが十分見込まれる

状況にある。 

  (4) 以上の事情を総合すれば，本件選挙までの間に，本件定数配分規定を更に

改正しなかったことが，国会の裁量権の限界を超えるものとはいえないから，

本件定数配分規定に基づいて施行された本件選挙は憲法に違反せず有効で

ある。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 憲法は，国民の代表である両議院議員の選挙における投票価値の平等を要求

しているが（憲法１４条１項等），他方で，どのような選挙制度が，複雑で多

様な国民の利害や意見を公正かつ効果的，網羅的に国政に反映させることにな

るかの決定を国会の裁量に委ねており（憲法４３条２項，４７条），投票価値

の平等は，選挙制度の仕組みを決定する唯一，絶対の基準ではなく，国会が正

当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和

的に実現されるものであり，国会が具体的に定めた選挙制度が，その裁量権の
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行使として合理性を有するものである限り，それによって投票価値の平等が一

定の限度で譲歩を求められることになっても憲法に違反するとはいえない。投

票価値の著しい不平等状態が生じ，かつ，それが相当期間継続しているにもか

かわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超える

と判断される場合に，その定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解され

る（前記の累次の最高裁判決参照）。 

   原告らは，国民主権，代議制民主主義の在り方等の見地から人口比例選挙で

あるべきと主張するところ，当裁判所は，上記のような見地からも憲法が投票

価値の平等を要求しているとは解するものの，その場合でも，憲法の解釈上，

前記のような国会の裁量権を否定することはできないから，原告らの主張が，

国会の裁量権を原則として否定し，厳格な人口比例選挙であるべきというので

あれば，これを採用することはできない。 

 ２ そこで，前記認定事実に基づき，本件定数配分規定に関する国会の裁量の合

理性を検討するに，前回選挙である平成２２年選挙について，平成２４年判決

は，二院制を定めた憲法の趣旨や参議院の役割，それまでの選挙制度の変遷，

都道府県単位の人口較差の拡大，それに伴う投票価値の不平等の拡大とその継

続，累次にわたる最高裁判決の説示や指摘の状況，参議院内での検討状況等を

踏まえた上で，投票価値の大きな不平等を解消するために選挙制度の枠組み自

体の見直し（特に，都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直し）も含めた

改革が求められていたのに，そのような制度改正を行わずに最大較差１対５．

００のままで行われたなどの事情を考慮して，投票価値の不均衡が投票価値の

平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しており，これを正当化すべき

特別の事情もないので，違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至って

いたと判示した。 

   しかるに，平成２４年判決後も，単に４増４減の改正が行われて最大較差が

１対４．７７とされたのみで，客観的には平成２２年選挙時とほとんど変わら
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ない状況の下で本件選挙が実施されたのであるから，平成２４年判決が判示す

るところと同様に，本件選挙においても，投票価値の不均衡が投票価値の平等

の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることが明らかであり，これ

を正当化すべき合理的理由も認められないから，違憲の問題が生ずる程度の著

しい不平等状態にあったというべきである（最大較差の上記程度の縮小が平成

２４年判決の趣旨に沿う改正とは到底いえない。）。 

 ３ もっとも，本件選挙時までに，国会において選挙制度の枠組みの見直しなど

の不平等状態解消策を講じるために必要な合理的期間が経過していないとき

は，かかる策を講じなかったことが国会の裁量の限界を超えるものとはいえず，

本件定数配分規定が憲法に違反するものとはいえないので，以下，上記の合理

的期間が経過していないといえるかについて検討する。 

   この点につき，原告らは，不平等状態の大幅な縮小を図るためには選挙制度の

仕組み自体の見直しが必要とした平成２１年判決の言渡日を起算日とし，その

時点から１年９か月弱が合理的期間であるとした上，本件選挙までの３年１０

か月もの間，国会は実質的な審議をしていないから合理的期間を徒過している

と主張する。 

   しかしながら，選挙制度の枠組みの見直しに関しては，国民の間にも様々な利

害や意見があり，参議院ひいては二院制の在り方をも踏まえた高度に政治的判

断が求められるなど課題が多く，その検討には相応の時間を要することに加え，

前記認定によると，平成２１年判決は結論において最大較差１対４．８６であ

った平成１９年選挙を合憲とし，違憲状態との説示もしていないこと，平成８

年判決以降最高裁が参議院議員選挙に関して違憲状態を指摘したのは平成２

４年判決が初めてであったこと，参議院議員の選挙であること自体から直ちに

投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとした

たのも平成２４年判決が初めてであること，平成２４年判決から本件選挙まで
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は約９か月しかなかったこと，国会での検討状況は遅々として進まない感は否

めないものの，参議院改革協議会や選挙制度改革検討会等を通じて選挙制度の

仕組み自体の見直しも含めた検討が継続的に進められ，平成２２年選挙後も選

挙制度改革検討会の下に設けられた選挙制度協議会において平成２４年７月

まで計１１回にわたって協議されたこと（ただし，成案を得るには至らなかっ

た。），平成２４年８月に国会に提出された参議院議員定数配分規定の改正案

では，本件選挙での定数配分を４増４減の改正にとどめるものの，平成２８年

選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し，結論を得ることが附則として

明記され（本件改正附則），その改正案が平成２４年１１月に可決されたこと

（本件改正），選挙制度の抜本的見直しについて結論を得る具体的な時期が法

律に明記されたのはこれが初めてであること，その後も選挙制度改革検討会で

の協議が進められ，平成２５年６月には，民主党から，「平成２６年中に選挙

制度の見直し案を取りまとめた上で，平成２７年に見直し法案を提出し，平成

２８年選挙から新制度を適用する」旨の本件工程表が示され，各会派がこれに

ついて早急に結論を得ることが確認されたこと（本件選挙後も，参議院議長が

各会派に対し選挙制度改革のために精力的な検討を希望する旨言明し，選挙制

度改革検討会等において，本件工程表を基本にした検討が進められている。），

平成２４年判決は，上記改正案の附則（本件改正附則）の規定をも考慮して平

成２２年選挙を違憲としなかったことなどが認められ，これらを総合考慮する

と，平成２１年判決から約３年１０か月後，平成２４年判決から約９か月後の

本件選挙の時点において，都道府県を単位とする選挙区の点も含めた選挙制度

の枠組み自体を見直すのに必要な合理的期間は未だ経過していないというべ

きである。したがって，本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかっ

たことが，国会の裁量の限界を超えるものとはいえず，本件定数配分規定が憲

法に違反するに至っていたとはいえない。 

   原告らは，上記のように是正すべき合理的期間を考慮して違憲状態にある選挙
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を有効にするのは憲法９８条１項に違反する旨主張するが，前記のとおり憲法

自体が国会に合理的な範囲の裁量を与えているのであるから，原告らの上記主

張は採用できない。 

また，原告らは，違憲状態の選挙で当選した議員は，裁量権を合理的に行使

して具体的に選挙区割りを定める権利を有しないと主張するが，前記のとおり，

平成２２年選挙は違憲状態とはいえ有効とされたのであるから，原告らの上記

主張も採用できない。 

第４ 結論 

   よって，原告らの請求は理由がないのでいずれも棄却することとし，主文  

のとおり判決する。 

   なお，上記判断は，本件改正附則において，平成２８年選挙に向けて選挙制

度の抜本的見直しを検討し，結論を得ることが明記され，国会としての明確な

意思表明がされたことを重視したものであるから，平成２８年選挙までには，

累次の最高裁判決を踏まえ，憲法の要請に沿った抜本的見直しがされることを

強く期待するものである。 
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